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1. 第５次エネルギー基本計画について

2. 今後の検討状況について
（１）持続可能な電力システム構築に向けた課題

①強靭かつ持続可能な電力システムの構築
②再生可能エネルギーの主力電源化

（２）脱炭素社会に向けたイノベーションの促進



最近の災害等への対応において明らかになった課題

課題３．台風１５号では、記録的な暴風や倒木などにより、電柱などの配電設備や鉄塔などの基
幹送電網（鉄塔）に広範囲の被害が生じ、復旧作業に長期間を要した。

北海道胆振東部地震では、北海道の需要の半分近くを供給する大規模電源（火力）
の脱落や地域間融通の限界などで、全域にブラックアウトが発生した。非常時に自立できる
ネットワークも不足。

課題１．東電による正確な被害状況の把握に一週間近くを要した。その間、現場の状況把握が
不十分な中で、不正確な復旧見通しを発信。結果として、被災住民の生活の見通しが立
たず、住民は不便な生活を余儀なくされた。

課題２．自治体、自衛隊、他の電力会社との連携不足により、①東電による自衛隊への派遣要
請が遅れ倒木処理が遅れる、②各社の電源車を適切に配置できない、③他電力の作業
員を十分に活用できない、といった問題が発生。各主体のリソースを効率的に活用すること
ができなかった。
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• 災害復旧や事前の備えに電力データを活用するため、電気事業法上の情報の目的外利用の禁止の例
外を設け、経済産業大臣から電力会社に対して、自治体や自衛隊等に個人情報を含む電力データの
提供を求める制度整備を検討。

• また、高齢者の見守りや防犯対策などの社会的課題の解決やイノベーションの創出のため、消費者保護を
確保しつつ、電力データを有効活用する制度整備を検討。
（例：本人の同意を前提に、自治体の民生職員による、高齢者の見守り等に活用）

電力データの活用

＜災害復旧時の自治体への電力データの提供イメージ＞

経済産業
大臣

一般送配電
事業者 自治体

法令に基づき自治体への
電力データの提供を要求

電力データを
提供

用途の例
通電状況を確認し、
高齢者宅が停電し
ている場合に、自治
体職員が訪問

電気事業法
第二十三条 一般送配電事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 託送供給及び電力量調整供給の業務に関して知り得た他の電気

を供給する事業を営む者（以下「電気供給事業者」という。）及び
電気の使用者に関する情報を当該業務及び電気事業者による再生
可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成二十三年法
律第百八号）第二条第五項に規定する特定契約に基づき調達する
同条第二項に規定する再生可能エネルギー電気の供給に係る業務
の用に供する目的以外の目的のために利用し、又は提供すること。

二 （略）
２ （略）

＜情報の目的外利用の禁止の規定＞
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電力会社間の連携計画

• 災害時に石油精製元売会社が連携して石油供給を行うため、石油備蓄法において、石油精製元売
会社に対して「災害時石油供給連携計画」の届出を求めている。

• 電力についても、災害等による事故が発生した場合における電気の安定供給を確保するため、一般送
配電事業者が関係機関との連携に関する計画（災害時連携計画）を作成し、経済産業大臣に届
け出ることを求める制度整備を検討。

①一般送配電事業者間の共同災害対応に関する事項
②復旧方法、設備仕様等の統一化に関する事項
③各種被害情報や電源車の管理情報等を共有する情報共有システムの整備に関する事項
④電源車の地域間融通を想定した電源車の燃料確保に関する事項
⑤関係機関（地方自治体・自衛隊等）との連携に関する事項
⑥共同訓練に関する事項

＜災害時連携計画に盛り込むべきと議論されてきた項目＞
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• 電力会社が電源車の燃料を継続的に確保できるように、電力会社と地域の石油販売業者の災害
協定の締結を促進。

• 災害時に被災者の生活や復旧活動を支える石油販売業者におけるタンクローリーの導入を促進。

石油販売業者と電力会社の連携

＜タンクローリーから電源車への燃料補給の様子＞

電力会社間の災害時連携計画の記載事項に「電源
車の燃料確保」を盛り込むことにより、電力会社に対し
て地域の石油販売業者との災害協定の締結の増加を
促す。

＜電力会社間の災害時連携計画との関係＞ ＜タンクローリー導入のための平成31年度当初予算事業＞

災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事
業費（平成31年度予算額 120.3億円の内数）

事業概要
停電発生時の燃料供給要請に対し、機動的に対応でき

る体制を確保するため、緊急配送用ローリーを全国に配
備。

＜電源車からの燃料供給要請に対応する緊急配送用ローリー等＞
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• 台風15号では、電力ネットワークの末端の配電設備の被害が、千葉県全域に及ぶ広範囲で発生。
加えて、鉄塔など基幹送電網にも被害が発生。

• 今後は鉄塔・電柱の技術基準見直しとともに、電力のレジリエンス強化のために必要な投資（減災対策、
早期復旧対策、高経年設備の更新等）を電気事業者が計画的に実施していくための制度整備が必要。
また、レジリエンス強化に向けて、費用対効果も考慮しながら、無電柱化を進めるなどの取組の加速化が
必要。

＜鉄塔（基幹送電網）の倒壊（君津市）＞
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今後、1970年代に投資された送電設備の多くで
老朽化が進展、建替え・大規模修繕の必要性が高まっていく

＜全国の送電鉄塔の建設年別の内訳＞

＜飛来物による電柱倒壊（東金市）＞

電力システムの強靱化策
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• 国の関与により送電線の新設・増強について将来の電源ポテンシャルを踏まえたプッシュ型のマスター
プランを策定し、これに基づき、送配電事業者が実際の整備を行う仕組みを検討。

• 地域間連系線等の増強費用は、広域で便益が発生するため、全国の託送料金で支える仕組みとし、
再エネ由来の効果分（価格低下及びCO２削減）に対応した負担については、再エネ特措法の賦課
金方式の活用を検討。

電力系統の増強
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• 「復旧難航地域」（山間部など、倒木により設備の復旧が長期化した地域）で災害時・緊急時のレジリエ
ンスを向上させるため、分散型エネルギー（再エネ、コジェネ、電動車等）も活用した、災害に強い分散型
グリッドを推進。

• 長距離の送配電線を維持するより、独立系統化して地域分散電源による電力供給を行う方が、全体コスト
を下げつつ災害への耐性も高まると期待される地域について、主要系統から独立して供給を行う新たな仕組
みを検討。

 他方、こうした地域に限らず、災害時においても機能維持が必要となるガソリンスタンド、避難所等への自家
発の導入を促進。

災害に強い分散型グリッド、自家発の導入

分散型グリッドのイメージ

災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事
業費（平成31年度予算額 120.3億円の内数）
事業概要
• 停電発生時の燃料需要に対し、十分な燃料供給体

制を確保するため、自家発電設備を備えたSSを全国に
整備。

ガソリンスタンドへの自家発の導入促進

＜SSの配電盤に接続された自家発電設備＞
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• 特定の区域において、一般送配電事業者の送配電網を活用して、新規参入者自ら面的な系統
運用を行うニーズが高まっている。

• 実際、実証事業では、一般送配電事業者、地方自治体を含むコンソーシアム体制を前提とした、
マイクログリッド構築の検討が進められているところ。その出口とすることも含め、配電事業への新規参
入を可能とする新たな事業類型を電気事業法に位置付けることを検討。

• 具体的には、事業者の参入を促進するべく、一般送配電事業者から譲渡又は貸与された特定の
配電網を維持・運用し電力供給を行う形を想定。

配電事業への新たな事業者の参入

を支援。

今後想定される配電事業イメージ実証事業

【事業規制】
 特定エリアの託送供給の一義的な主体であり、公平性の

確保や技術的要件が必要なことから、許可制
【主な義務・規制】
 一義的な託送供給義務
 行為規制（特定の事業者に対する差別的取扱い

の禁止等）
 一義的な電圧・周波数維持義務
【該当すると想定される者（例）】
 一般送配電事業者と、異業種・自治体等との合

弁による地域密着型配電事業者
25



 災害対応の強化や分散型電源の更なる普及拡大の観点から、分散型電源を束ねて供給
力として提供する事業者（アグリゲーター）について、電気事業法上に新たに位置づけるこ
とを検討。その際、サイバーセキュリティを始めとする事業環境の確認が必要。

 分散型電源を活用したビジネスを進めていく上で、計量法に基づく検定を受けたメーターしか
使用できない現行制度について、消費者保護の観点も踏まえつつ合理化を検討。

分散型電源を束ねて供給力として提供する事業者
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 北海道胆振東部地震の際、ブラックアウトからの復旧断面では、火力のみならず、多様な安
定再エネが供給力として貢献。老朽火力も供給力の積み増しに役割を果たした。

 発電設備が高経年化する中で、最新の電源の導入や多様化・分散化を促進。

最新の電源の導入

＜電源設備の平均設備年齢＞

出典：電気事業便覧（全国主要発電所）より

(年)

※水力以外の再エネ除く

＜北海道における主要電源の状況（ブラックアウト発生後と現在の稼働状況）＞
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1. 第５次エネルギー基本計画について

2. 今後の検討状況について
（１）持続可能な電力システム構築に向けた課題

①強靭かつ持続可能な電力システムの構築
②再生可能エネルギーの主力電源化

（２）脱炭素社会に向けたイノベーションの促進



FIT制度の抜本見直しと再生可能エネルギー政策の再構築に向けて

 FIT制度は、再生可能エネルギー導入初期における普及拡大と、それを通じたコストダウンを実現することを目
的とする制度。時限的な特別措置として創設されたものであり、「特別措置法」であるFIT法にも、2020年度
末までに抜本的な見直しを行う旨が規定されている。

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成23年法律第108号）附則
（見直し）

第二条
３ 政府は、この法律の施行後平成三十三年三月三十一日までの間に、この法律の施行の状況等を勘案し、

この法律の抜本的な見直しを行うものとする。

太陽光発電への偏重
（大量の未稼働案件）

国民負担の増大

電力システム改革

事業計画認定制度の創設
• 新たな未稼働案件の防止
• 適切な事業実施の確保

入札制度の導入
中長期価格目標の設定

送配電買取への移行

リードタイムの長い電源の導入
• 複数年価格の提示

長期安定発電を支える環境が未成熟
立地制約の顕在化（洋上風力発電等）

引き続き高い発電コスト（内外価格差）

国民負担の抑制は待ったなし

「系統制約」の顕在化

適切な調整力の必要性

FIT創設（2012.7～）
生じた課題

改正FIT法（2017.4～）
対応 残存する課題・生じた変化 対応の方向性

電源の特性に応じた
制度構築

適正な事業規律

再生可能エネルギーの
大量導入を支える次世代

電力ネットワーク

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ
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電源の特性に応じた制度構築（競争電源と地域活用電源）
 再生可能エネルギーが主力電源になるためには、将来的にFIT制度等による政策措置がなくとも、電力市

場でコスト競争に打ち勝って自立的に導入が進み、規律ある電源として長期安定的な事業運営が確保さ
れなければならない。他方、再生可能エネルギーには、地域の活性化やレジリエンス強化に資する面もあるこ
とから、地域で活用される電源としての事業環境整備も重要。

 そこで、再生可能エネルギーの活用モデルを大きく以下の２つに分類し、それぞれの「将来像」に向けた制度
や政策措置の在り方を検討していく。

①競争力ある電源への成長が見込まれる電源（競争電源） ②地域で活用され得る電源（地域活用電源）

 発電コストが低減している電源（大規模太陽光、風力
等）は、FIT制度からの自立化に向け、競争力のあ
る電源となるよう、電源ごとの案件の形成状況を見
ながら、市場への統合を図っていく新たな制度を整
備する。

 適地偏在性が大きい電源は、発電コストとネット
ワークコストのトータルでの最小化に資する形で、迅
速に系統形成を図っていく。

「市場への統合」の新制度を検討

 需要地近接性のある電源や地域エネルギー資源を
活用できる電源については、レジリエンス強化等にも
資するよう、需給一体型モデルの中で活用していく。

 自家消費や地域内における資源・エネルギーの循
環を前提に、当面は現行制度の基本的な枠組みを
維持しつつ、電力市場への統合については電源の特
性に応じた検討を進めていく。

 地域における共生を図るポテンシャルが見込まれるも
のとして、エネルギー分野以外の適切な行政分野と
連携を深めていく。

「地域活用」の仕組みを検討

主力電源たる再生可能エネルギーの将来像（イメージ）
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固定価格によって買い
取られる売電収入

参照価格
（市場価格
平均等で決定）

プレミアム分

直接販売による
売電収入

プレミアム
による収入

FIP価格

FIP制度FIT制度

＝
（総収入の水準

は同等）

FIT価格

市場価格

（Feed in Tariff） （Feed in Premium）

 大規模太陽光・風力等の競争力ある電源への成長が見込まれるものは、欧州等と同様、電力市場と連動
した支援制度（FIP制度）へ移行することを検討。

※FIT制度では、FIT価格（固定価格）で必ず買い取られることで、将来、コスト見合いの発電収入が強固に予見可能なこ
とにより、投資インセンティブを確保している。

※FIP制度では、①発電した電気を卸市場や相対取引で自由に売電し、②そこに、「あらかじめ決めたFIP価格と参照価格
の差（＝プレミアム）× 売電量」の収入を上乗せする仕組み。市場での売電収入を超えるプレミアムを受けることを通
じて、投資インセンティブが確保される。

競争電源：FIP制度の概要
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【参考】電力需給を踏まえた再エネ発電（例：カリフォルニア等）
 電力需要は夕方にかけてピークに到達する傾向がある一方、太陽光発電は夕方にかけて発電量が低下。

 カリフォルニア州（再エネ比率40％）では太陽光パネルを西向きに設置する（総発電量は低下するが、
夕方の発電量は増加する）事業者に対し、15%割増の設置補助を与えて夕方の発電量を増加させる
よう促していた。

 今後、蓄電池が安くなれば、併設した蓄電池で昼の発電分を需要が高くなる（つまり市場価格が高くな
る）夕方にシフトさせる売電する事業者も出てくることが見込まれる。

需要

太陽光

電力需要
[kWh]

0時 12時 24時

電力需要
[kWh]

0時 12時 24時

夕方にかけて
需要が増加

夕方にかけて
発電量が低下

夕方にかけて
需要が増加

需要がピークに向かう
時間帯に太陽光の

発電量が低下

夕方にかけての
発電量が増加

(シフト)

需要がピークに向かう
時間帯に太陽光の

発電量が増加

電力需要
[kWh]

0時 12時 24時

夕方にかけて
需要が増加

蓄電池により
需要に合わせて売電

需要に合わせて売電



地域活用電源：制度の考え方
 地域活用電源については、電源の立地制約等の特性に応じて、自家消費や地域消費（熱電併給を含む）

を通じて、レジリエンスの強化に資するよう、地域活用要件を設定する。
 その上で、今後は、以下の地域活用要件を充足する案件について、FIT制度の対象とする。

小規模事業用
太陽光発電

小規模地熱発電

小水力発電

バイオマス発電

（低圧（50kW未満）として系統接続されるもの【2020年度からの設定を前提に検討】）
 余剰売電を行う設備構造・事業計画
 災害時に活用可能な設備構造・事業計画

（高圧（50kW以上）として系統接続されるもの）
 地域での活用実態やニーズを見極めつつ今後検討

（電気の消費）
 災害時の電気の活用を市町村の防災計画等に位置付け
 自家消費や地域における電気の融通

（熱の消費）
 災害時の熱の活用を市町村の防災計画等に位置付け
 地域における熱の融通
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【地域消費】
• 熱電供給・温排熱活用設備を併設し、地域内で熱を消費するものを、積極的に評価
• 地域において電気が融通されるものを積極的に評価

● 地域からのインプット
• 地熱や水力等 ➡ 自ずと地域に賦存するエネルギーを活用するものと評価
• バイオマス ➡ 近隣で産出された木材、糞尿、食品残渣等を燃料として使うものを、積極的に評価

【自家消費】
住宅・オフィス・工場などの中で活用される再エネを積極的に評価
（※）家庭用太陽光では、既にＦＩＴ認定の対象をこうした形態に限定

● 地域へのアウトプット
【レジリエンス】
• 災害時に、地域内で電気を融通・避難所施設等で非常用電気として利用するものは、積極的に評価

（※）輸入バイオマスの支援の在り方については、今後検討が必要。

•

地域活用電源：地域へのアウトプット・地域へのインプット
 地域で活用される再エネの支援に当たっては、再エネ発電所と地域との関係において、

アウトプットとインプットの両面から検討を行うことが重要。
 地域へのアウトプット ⇒ 地域社会やレジリエンス強化への貢献の観点を踏まえて検討。
 地域からのインプット ⇒ 地域内でのエネルギー循環の観点を踏まえて検討。
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 太陽光発電設備の廃棄処理は、廃棄物処理法に基づき、事業者に責任があるが、参入障壁が低く様々
な事業者が取り組み、事業主体の変更も行われやすいため、有害物質（鉛、セレン等）を含むものもある
太陽光パネル等が、発電事業終了後、放置・不法投棄されるという地域の懸念が顕在化。

 FIT制度では調達価格に廃棄等費用を計上しているが、現時点での積立て実施事業者が２割以下であ
る中、廃棄等費用の確実な積立てを担保する制度を導入予定。
10kW以上の太陽光発電について、源泉徴収的な外部積立を基本として、以下のとおりとする。

原則、源泉徴収的な外部積立
♦ 対 象：10kW以上すべての太陽光発電の認定案件（10kW未満は対象外）
♦ 金 額：調達価格の算定において想定してきている廃棄等費用の水準
♦ 時 期：調達期間の終了前10年間
♦ 取戻し条件：廃棄処理が確実に見込まれる資料の提出
※例外的に内部積立を許容。（長期安定発電の責任・能力、確実な資金確保）

廃棄等費用の確実な積立てを担保する制度の方向性

太陽光発電設備の廃棄等費用の積立てを担保する制度
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再エネ発電設備の安全確保に向けた規律の強化
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• FIT制度の導入以降、設置が比較的容易である太陽光発電設備の導入件数は急増。風力発電設備に
ついても、今後、更なる導入が見込まれている。

• 他方、急増している太陽電池発電設備は、事故件数・事故率ともに増加の傾向。また、自然災害時は、
社会的にも影響が大きい事故も発生するなど、再エネ発電設備の安全性に対する社会的な関心が高まっ
ているところ。

＜検討の方向性＞
 新たな設置形態に対応するため、太陽光発電設備に特化した技術基準を検討
 小出力発電設備（50kW未満の太陽光、20kW未満の風力等）を報告徴収の対象に追加
 自家用電気工作物の保安管理を行う者に対する、国による直接指導
 専門的な知見を有する（独）製品評価技術基盤機構（NITE）による立入検査の実施
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再エネ大量導入を支える次世代電力ネットワーク
• これまで、既存系統の最大限の活用（「日本版コネクト&マネージ」）で一定の成果あり。再エネ

の導入拡大に伴い、系統増強のプロセス長期化や非効率性等の課題が顕在化。

• 再エネ大量導入に向けて、これまでの「プル型」から「プッシュ型」の計画的な系統形成に転換。ま
た、系統増強費用にFIT賦課金方式の活用を検討。
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CO2削減

価格低下

安定供給

原則全国負担

地域負担

全国託送方式
FIT賦課金方式も検討

便益（３E） 費用負担

各地域の電力会社負担
（地域の託送料金）

【系統増強の考え方の転換】

増強要請に都度対応（プル型）
→結果として高コスト、非効率に

ポテンシャルを見据えて
計画的に対応（プッシュ型）

これまで

今後

【費用負担の考え方】
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1. 第５次エネルギー基本計画について

2. 今後の検討状況について
（１）持続可能な電力システム構築に向けた課題

①強靭かつ持続可能な電力システムの構築
②再生可能エネルギーの主力電源化

（２）脱炭素社会に向けたイノベーションの促進
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 ロードマップでは、基本戦略等で掲げた目標の確実な実現に向けて、①目指すべきターゲットを新たに設定し、達成に向けて
必要な取組を規定、②有識者による評価ＷＧを設置し、分野ごとのフォローアップを実施することとした。（下図）

 このロードマップで掲げるターゲットの着実な達成に向け、重点的に取り組むべき技術開発分野・項目を特定した、水
素・燃料電池技術開発戦略を策定。

 FCV主要システムのコスト

 ST構成機器のコスト

 FCバス車両価格

• 徹底的な規制改革と技術開発

 水素専焼発電での発電効率

(300万円→70万円)

（26％→27％） • 高効率な燃焼器等の開発

整備費 3.5億円→2億円
運営費 3.4千万円→1.5千万円

 業務・産業用燃料電池のグリッドパリティの実現

FCV

 製造：褐炭ガス化による製造コスト

• ｾﾙｽﾀｯｸの技術開発

（数千㎥→5万㎥）

• 褐炭ｶ゙ ｽ化炉の大型化・高効率化
• 液化水素ﾀﾝｸの断熱性向上・大型化

 水電解装置のコスト
（5kWh/Nm3→4.3kWh/Nm3）

• 浪江実証成果を活かしたﾓﾃ゙ ﾙ地域実証
• 水電解装置の高効率化・耐久性向上
• 地域資源を活用した水素ｻﾌ゚ ﾗｲﾁｪー ﾝ構築

水素コスト

 整備・運営費

基本戦略での目標
20万台＠2025
80万台＠2030

ST 320か所＠2025
900か所＠2030

ﾊ゙ ｽ 1200台＠2030

2025年  FCVとHVの価格差
燃料電池 約2万円/kW→0.5万円/kW
水素貯蔵 約70万円→30万円

2025年

‘20年代前半

商用化＠2030 2020年

2025年

(1億500万円→5250万円)

• 全国的なSTﾈｯﾄﾜー ｸ、土日営業の拡大
• ｶ゙ ｿﾘﾝｽﾀﾝﾄ゙ /ｺﾝﾋ゙ ﾆ併設STの拡大

• ﾊ゙ ｽ対応STの拡大

グリッドパリティの
早期実現

30円/Nm3＠2030  
20円/Nm3＠将来

水電解システムコスト
5万円/kW＠将来

‘20年代前半

2030年

圧縮機 0.9億円→0.5億円
蓄圧器 0.5億円→0.1億円

 貯蔵・輸送：液化水素タンクの規模
水素液化効率（13.6kWh/kg→6kWh/kg）

（数百円/Nm3→12円/Nm3）

（20万円/kW→5万円/kW）

 水電解効率

※トラック、船舶、鉄道分野での水素利用拡大に向け、指針策定や技術開発等を進める

※1MW級ガスタービン

水素・燃料電池戦略ロードマップの実現に向けて
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現状 2030年 2050年以降

CO2利用量

2030年頃からの消費が拡大
化学品

ポリカーボネート 等

液体燃料
バイオジェット燃料 等

コンクリート製品
道路ブロック 等

フェーズ２
 2030年から普及する技術について低コスト化を図

る。
 安価な水素の調達が可能となる2050年以降に普及

を見込める技術のうち、特に需要の多い汎用品を
製造する技術について重点的に取り組む。2050年
以降のエネルギー・製品と同等のコストを目指す。

 更なる低コスト化に取り組む。

フェーズ3

 カーボンリサイクルに資するあら
ゆる技術について開発を進める。

 特に2030年頃から普及が期待でき
る、水素が不要な技術や高付加価
値製品を製造する技術については
重点的に取り組む。

2050年頃から普及
化学品

汎用品（オレフィン、ＢＴＸ等）

燃料
ガス、液体

コンクリート製品
汎用品

2030年頃から普及

化学品
ポリカーボネート 等

液体燃料
バイオジェット燃料 等

コンクリート製品
道路ブロック 等

現状の価格から１／３～５程度に低コス
ト化

現状の価格から１／８～１６程度に
低コスト化

コンクリート製品（道路ブロック等）

液体燃料（バイオジェット燃料 等）

ポリカーボネートはＣＯ２排出量
の更なる削減

化学品（ポリカーボネート等）

フェーズ１

＜見直し＞カーボンリサイクル産学官国際会議などを通じて得られた国際的な技術の状況や新しい提案を踏まえて柔軟に技術の追加
をおこなうとともに、５年を目安として、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」の改訂等の動きを見つつ、必要
に応じて見直す。

CO2分離回収技術 低コスト化 現状の1/4 以下

水素 20円/Nm3 （プラント引き渡しコスト）

カーボンリサイクル技術ロードマップ
※2019年6月策定
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 安全性・経済性・機動性に優れた炉の追求に向けて、技術開発に対する支援を強化。
(NEXIPイニシアチブ：Nuclear Energy × Innovation Promotion）

原子力技術・人材の維持強化（イノベーションの創出）

革新的な原子力技術開発

小型軽水炉

■日本原子力研究開発機構（JAEA）を
活用し、民間の取組を活性化
・データ、知財等の知見の共有・提供
・試験研究施設の供用 等

高温ガス炉

■高速炉
・戦略ロードマップに基づき多様
な高速炉技術の競争を促進。

■革新炉
・社会課題に対応する革新的な
原子力技術開発を支援。
（2019年度予算 6.5億円）

常陽：高速実験炉

フランス
・ナトリウム冷却高速炉の開発
・その他の多様な概念の検討
・シミュレーションや実験等のR&D

米国
・GAINイニシアチブにより、革新的な
原子力技術の開発を促進

・この支援を受けて、小型軽水炉が
2026年に商業運転を見込む。

・国内技術維持のため、新たに
高速炉の多目的試験研究炉
（VTR）を建設予定。

高速炉

研究機関の連携・民間活用の促進

国際協力・企業連携

さらに人材育成や規制との対話に向けた取組を有機的に連携し、原子力イノベーションを促進していくことが必要。




